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『
朱
子
語
類
』
外
任
篇

課
注

新
東
提
翠
(
朝
鮮
本
鉱
山提
闘
争
二
字
〉

淳
照
八
年
(
二
八
一
)

八
月
よ
り
ほ
ぼ
一
年
間
、
朱
煮
が
提
暴

雨
新
東
路
常
卒
茶
盟
公
事
、
い
わ
ゆ
る
新
東
提
穆
と
し
て
紹
輿
府

(
新
江
省
紹
興
市
)
に
あ
っ
た
時
期
の
健
験
を
語
る
。
こ
れ
に
先
だ
つ

か
れ
は
提
拳
江
南
西
路
常
卒
茶
盟
公
事
〈
た
だ
し
待
次
)

閏
三
月
二
十
七
日
に
南
康
軍
を
去
り
、

三
月
に
、

の
職
に
除
任
さ
れ
て
、

月
の
十
九
日
に
第
二
の
故
郷
で
あ
る
一踊
建
省
北
の
崇
安
に
蹄
っ
て
い

た
。
そ
の
後
七
月
に
直
秘
閣
の
沙
汰
を
受
け
て
、
三
た
び
そ
れ
を
僻

退
し
た
か
れ
も
、
南
康
軍
在
職
期
に
お
け
る
救
荒
針
策
の
手
腕
を
買

わ
れ
て
、

八
月
に
こ
の
湖
東
提
拳
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
、
聖
慮
に
い
た

く
感
激
し
て
つ
い
に
奔
命
、
即
日
赴
任
の
途
に
の
ぼ
っ
た
と
レ
う
。

両
新
東
路
は
新
江
省
の
お
よ
そ
銭
塘
江
以
南
の
地
に
あ
た
り
、
紹

輿
・
慶
元
・
瑞
安
の
三
府
と
婆
・
台
・
衝
・
慮
の
四
州
を
管
轄
す

ω 

田

中

謙

翌

る
。
こ
の
地
区
は
、
朱
蕪
の
在
任
中
ず
っ
と
皐
水
害
や
瞳
害
に
悩
ま

さ
れ
づ
め
だ

っ
た
が
、
か
れ
の
活
躍
は
天
子
の
期
待
に
鹿
島
え
て
ま
こ

と
に
め
ざ
ま
し
く
、
た
え
ず
管
下
を
巡
視
し
て
不
正
の
摘
護
・
弾
劾

に
挺
身
し
た
。
こ
と
に
、
淳
照
九
年
(
二
八
二
〉
七
月
に
お
け
る
、

台
州
の
前
任
知
事
で
永
嘉
事
振
の
儒
者
で
も
あ
る
唐
仲
友
の
不
法
を

弾
劾
し
た
こ
と
は
、
朱
柑黙
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
護
揮
し
た
も
の
で

あ
る
。
唐
仲
友
は
、
買
は
朱
煮
を
新
東
提
撃
に
推
薦
し
た
宰
相
王
准
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三
一
二
七
|
九
O
〉
の
親
戚
に
あ
た
り
、
吏
部
向
蓄
の
鄭
丙
や
侍
御

史
の
張
大
経
(
一
二
四
|
九
八
〉
の
推
奉
に
よ
っ
て
す
で
に
江
西
提

知
刑
獄
に
築
轄
し
て
い
た
。
し
か
じ
、
朱
煮
は
さ
ま
ざ
ま
な
唐
の
不

正
を
訴
え
る
人
民
の
撃
に
慮
え
て
、
敢
然
と
弾
劾
に
乗
り
だ
し
た
の

で
あ
る
。
か
れ
が
告
護
す
る
上
奏
文
は
王
准
に
よ
っ
て
三
た
び
握
り

つ
ぶ
さ
れ
た
が
、
す
こ
し
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
上
奏
は
前
後
六
回

(
六
篇
は
『
朱
文
公
文
集
』
倉
十
八
・
十
九
に
攻

も
執
効
に
績
け
ら
れ
た



め
る
〉
。

か
く

一方、

王
准
も
そ
れ
を
採
り
上
げ
ざ
る
を
え
ず
、

唐
仲
友
も
簿
明
に
つ
と
め
た
が
、
結
局
は
失
脚
さ
せ
ら
れ
て
し
ま

う
。
し
か
も
、
朱
煮
は
唐
仲
友
一
涯
の
報
復
が
人
民
の
う
え
に
及
ぶ

こ
と
ま
で
憂
慮
し
て
、
新
た
な
知
州
が
着
任
す
る
ま
で
台
州
に
留
ま

る
と
と
も
に
、
唐
に
劃
す
る
政
府
の
虚
分
の
不
徹
底
に
不
満
を
示
し

て
、
現
職
の
僻
任
を
申
し
出
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
央

で
は
か
れ
を
相
次
い
で
直
徽
猷
閣
・
江
南
西
路
提
貼
刑
獄
に
除
任
す

る
。
し
か
し
、
固
く
決
心
し
た
朱
奈
は
そ
の
い
ず
れ
を
も
僻
退
し
、

九
月
十
二
日
、
現
任
を
去
っ
て
崇
安
に
蹄
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
時

に
か
れ
は
五
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

帥
建
陽
簿
権
照
。

有
婦
人
。
夫
無
以
婚
。
父
母
欲
取
以
蹄
。
事
到

官
。
簿
断
聴
離
。
致
道
、
深
以
矯
不
然
。
謂
夫
婦
之
義
。
量
可
以
貧
市

相
棄
。
官
司
又
量
可
遂
従
其
請
。
先
生
目
。
這
般
事
都
就
一
漫
看
不

得
。
若
是
夫
不
才
。
不
能
育
其
妻
。
妻
無
以
自
給
。
叉
奈
何
。
這
似
、

d

不
可
拘
以
大
義
。
只
柏
妻
之
欲
離
其
夫
。
別
有
曲
折
。
不
可
不
根

究
。
直
卿
云
。
某
兄
任
某
慮
。
有
纏
母
。
輿
父
不
也
前
妻
之
子
。
其

子
数
人
。
貧
婆
不
能
自
活
。
哀
鳴
子
有
司
。
有
司
以
名
分
不
便
。
只

得
安
慰
而
遁
之
。
寛
無
如
之
何
。
先
生
日
。
不
然
。
這
般
所
在
。
嘗
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以
官
法
治
之
。
也
須
追
出
後
母
。
責
戒
勘
。
若
更
離
間
前
妻
之
子
。

不
存
活
他
。
定
須
痛
治
。
因
云
。
程
先
生
謂
舜
不
告
而
襲
。
舜
難
不

告
。
亮
嘗
告
之
実
。
尭
之
告
之
也
。
以
王
法
治
之
而
己
。
因
云
。
昔

震
新
東
倉
時
。
紹
興
有
権
母
。
典
夫
之
表
弟
通
。
途
震
接
脚
夫
。
撞

用
其
家
業
。
洛
意
破
蕩
。
其
子
不
甘
。
衆
訴
。
初
以
其
名
分
不
便
却

之
。
後
起
至
数
十
里
外
。
其
情
甚
切
。
途
興
受
理
。
委
楊
敬
仲
。
敬

仲
深
以
魚
子
訴
母
不
便
。
某
告
之
目
。
曾
輿
其
父
思
量
否
。
其
父
身

死
。
其
妻
靴
棄
背
。
興
人
私
通
。
而
敗
其
家
業
。
其
罪
至
此
。
官
司

若
不
興
根
治
。
則
其
父
得
不
街
寛
於
地
下
乎
。
今
官
司
只
得
且
把
他

見
子
頓
在
一
遁
。
!
渠
嘗
時
亦
以
篤
然
。
某
後
去
官
。
想
成
休
了
。
初

追
之
急
。
其
接
脚
夫
即
魁
弁
。
其
有
罪
。
蓋
不
可
掩
。
賀
孫

校
注

:
1
致
抄
本
誤
作
至
。
2
先
生
二
字
無
。
3
先
生
二
字
無
。
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建
陽
の
主
簿
が
知
鯨
を
代
行
し
て
レ
た
と
き
、
あ
る
人
妻
の
夫
に

扶
養
の
す
べ
が
な
か
っ
た
の
で
、
里
の
父
母
が
む
す
め
を
ひ
き
取
り

た
が
っ
て
レ
た
。
事
件
は
お
か
み
の
沙
汰
に
な
り
、
主
簿
が
離
婚
許

可
の
剣
決
を
く
だ
し
た
。

致
道
(
越
師
夏
)
は
は
な
は
だ
も
っ
て
よ
ろ

L
く
な
い
と
い
う
。

夫
婦
の
道
と
い
う
も
の
は
、
貧
乏
だ
か
ら
と
い
っ
て
相
手
を
棄
て
去

っ
て
い
い
も
の
で
な
い
、
お
か
み
も
お
か
み
で
、
申
請
ど
お
り
き
き

い
れ
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
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先
生
が
い
わ
れ
た
、

「
こ
う
い
う
事
は
、
す
べ
て
一
方
だ
け
で
は

わ
か
ら
ん
も
の
だ
。
夫
が
ろ
く
で
な
し
で
、
妻
を
養
う
能
力
が
な
い

場
合
、
妻
に
自
活
の
す
べ
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ど
う
し
よ

う
も
な
い
。
こ
れ
は
(
人
倫
と
い
う
〉
大
原
則
で
拘
束
す
べ
き
で
は
な

い
よ
う
だ
。
た
だ
、
妻
が
そ
の
失
と
別
れ
た
い
場
合
に
は
、

山べ

つ
の

事
情
が
あ
り
は
せ
ん
か
と
い
う
懸
念
が
あ
り
、
そ
の
貼
を
よ
く
究
明

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
に

直
卿
〈
資
総
)
が
い
っ
た
、
「
わ
た
く
し
の
兄
が
某
地
の
任
に
あ
り

あ
る
縫
母
が
父
親
(
そ
の
夫
)
と
と
も
に
、
先
妻
の

子
ど
も
に
す
げ
な
く
し
、
貧
乏
で
自
活
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
数
人

ま
し
た
と
き
、

カミ

役
所
は
告
訴
理
由
(
子
が
母
を
訴

役
所
に
泣
き
つ
き
ま
し
た
。

え
る
と
い
う
事
件
名
か
〉
が
立
た
ぬ
と
い
う
の
で
、
や
む
な
く
慰
め
て

不
起
訴
慮
分
に
し
、
結
局
、
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、

「
そ
り
ゃ
い
か
ん
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、

お
か
み
の
法
で
裁
く
べ
き
な
ん
だ
。
や
は
り
後
妻
を
呼
び
出
し
て
、

戒
告
を
加
え
ね
ば
な
ら
ん
。
も
し
そ
れ
で
も
先
妻
の
子
を
そ
で
に
し

て
扶
養
じ
な
い
な
ら
、
か
な
ら
ず
最
重
に
懲
罰
す
べ
き
だ
。
」

つ
い
で
に
い
わ
れ
た
、
「
程
先
生
(
程
願
)
が
い
っ
て
お
ら
れ
る
、

『
(
孟
子
に
あ
る
よ
う
に
〉
舜
は
父
母
に
報
告
し
な
い
で
結
婚
し
た
。

舜
は
報
告
し
な
か
っ
た
が
、
尭
は
報
告
し
て
レ
た
。
尭
が
報
告
し
た

(
プ
ラ
イ
ゲ
ム

ツ
ト
な
魔
置
で
は
な
く〉

君
主
の
提
に
よ
っ
て
裁

の
は
、

こ
う
と
し
た
の
だ
』
と
。
」

つ
い
で
に
い
わ
れ
た
、
「
む
か
し
漸
東
の
倉
司
(
提
翠
〉
を

し
て
い
た
こ
ろ
、
紹
興
府
下
の
あ
る
纏
母
が
、
夫
の
従
弟
と
遁
じ
た

あ
げ
く
、
あ
と
、
が
ま
に
す
え
、
そ
の
お
と
こ
が
財
産
を
か
つ
て
に
使

ま
た
、

ぃ
、
お
も
い
の
ま
ま
に
費
消
し
た
も
の
だ
か
ら
、
泣
寝
入
り
で
き
ぬ

む
す
こ
が
告
訴
し
て
来
た
。

は
じ
め
は
名
目
(
告
訴
事
由
)
が
立
た

ぬ
と
い
う
の
で
却
下
し
た
が
、
あ
と
で
数
十
里
の
遠
方
ま
で
追
い
す
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が
っ
て
来
て
、
そ
の
む
す
こ
の
心
情
が
あ
ま
灼
に
も
深
刻
な
の
で
、

楊
敬
仲
(
楊
筒
)
に
ま
か
せ
た
。

受
理
し
て
や
る
こ
と
に
し
、

敬
イ中

は
、
子
が
母
を
訴
え
る
の
は
ふ
つ

ご
う
だ
と
い
う
意
見
だ
っ
た
。
わ

て
て
お
や

た
し
は
か
れ
に
話
し
た
、
『
父
親
の
こ
と
を
考
慮
し
て
や
っ
た
の
か

ぃ
。
か
れ
の
父
親
が
死
ぬ
と
、
妻
は
筒
皐
に
裏
切
っ
で
他
人
と
密
通

し
、
し
か
も
財
産
を
つ
ぶ
し
た
ん
だ
ぜ
。
こ
ん
な
大
罪
を
、
も
し
お

か
み
が
究
明
し
て
や
ら
な
ん
だ
ら
、
父
親
は
地
下
で
恨
み
を
の
ま
ず

に
お
れ
る
か
ね
。

い
ま
、

お
か
み
じ
ゃ
と
も
か
く
か
れ
の
む
す
こ
を

別
の
と
こ
ろ
に
お
く
よ
り
し
か
た
が
な
い
の
だ
。
』

か
れ
も
そ
の
時
は
も
っ
と
も
だ
と
い
っ
た
。
わ
た
く
し
は
そ
の
後
、



た
ぶ
ん
離
縁
が
成
立
し
た
こ
と
と
お
も
う
。
は

じ
め
追
究
が
巌
し
あ
っ
た
の
で
、
あ
と
が
ま
の
夫
は
井
戸
に
身
投
げ

で
官
を
去
っ
た
が
、

し
た
。
こ
の
お
と
こ
の
有
罪
は
掩
う
べ
く
も
な
い
の
だ
。
」

葉
賀
孫
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〔
建
陽
〕
福
建
路
建
寧
府
管
下
の
際
。
景
定
元
年
〈
一
二
六

O
〉
以
後
は

嘉
禾
之
改
稽
さ
れ
、
今
日
で
は
建
陽
の
名
に
復
し
て
い
る
。

〔
簿
〕
主
簿
。
燃
の
線
務
部
長
。

〔
聴
離
〕
離
婚
を
許
可
す
る
。

一
〔
致
道
〕
越
師
夏
の
あ
ざ
な
、
強
を
遠
庵
と
い
う
。
掘
削
江
省
黄
巌
の
ひ

と
。
紹
照
元
年
(
一
一
九

O
〉
の
進
士
で
、
兄
越
師
淵
(
あ
ざ
な
幾

道
、
前
粛
と
披
す
る
)
と
と
も
に
朱
子
に
師
事
す
る
ハ
『
宋
元
暴
案
』

六
十
九
)
。
林
俗
が
記
録
し
た
部
分
に
も
出
る
か
ら
、
こ
の
僚
の
デ

ー
ト
は
紹
照
四
年
(
一
一
九
三
V

ら
~し
い
。

〔
看
不
得
〕
み
て
わ
か
ら
ぬ
、
つ
か
め
ぬ
。
こ
の
語
は
見
ち
ゃ
お
れ
ぬ
・

気
に
く
わ
ぬ
の
意
に
用
い
ら
れ
る
。

〔
直
卿
〕
寅
株
の
あ
ぎ
な
。
一
滴
建
省
関
懸
の
ひ
と
。
朱
煮
の
高
弟
で
そ
の

女
婿
で
も
あ
る
。
語
類
の
記
録
者
。

〔
名
分
不
便
〕
名
分
は
名
義
・
名
目
、
す
な
わ
ち
訴
訟
を
成
立
さ
せ
る
名

目
・
事
由
。
そ
れ
が
ふ
つ
ご
う
で
あ
る
と
は
、
子
が
親
を
訴
え
る
と

い
う
黙
を
さ
す
だ
ろ
う
。

〔
只
得
〕
:
:
:
す
る
ほ
か
な
い
。
や
む
な
く
:
・
・
す
る
(
現
代
語
も
お
な

じ)。

〔
所
在
〕
場
所
・
個
慮
。

〔
退
出
〕
迫
は
勾
迫
ま
た
は
迫
勾
の
意
か
。
召
喚
し
て
出
頭
さ
せ
る
こ
と

で
、
追
い
出
す
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

〔
後
母
〕
後
妻
、
後
添
い
の
母
。

〔
存
活
}
せ
わ
し
て
生
活
さ
せ
る
。

〔
定
須
〕
か
な
ら
ず
:
:
:
す
る
。

〔
程
先
生
謂
云
々
〕
-
『
二
程
語
録
』
符
九
に
み
え
る
程
一
顧
〈
伊
川
〉
の
こ

と
ば
、
若
干
の
異
同
が
る
る
。
「
舜
不
告
而
姿
。
須
議
舜
意
。
若
使

舜
便
不
告
市
姿
。
因
不
可
。
以
其
父
頑
過
時
不
矯
姿
。
発
去
治
之
。

莞
命
替
使
舜
姿
。
舜
雄
不
告
。
桑
固
告
之
実
。
実
之
告
之
也
。
以
君

治
之
而
己
。
今
之
官
府
治
人
之
私
亦
多
。
然
而
象
欲
以
殺
舜
策
事
。

桑
桑
矯
不
知
。
蓋
象
之
殺
舜
。
無
可
見
之
迩
。
護
人
様
匿
而
治
之
。

非
尭
也
。
」
「
舜
不
告
而
委
」
は
『
孟
子
』
蔦
章
第
上
に
み
え
る
。

〔
新
東
倉
〕
倉
は
倉
司
、
す
な
わ
ち
漸
東
提
翠
。
正
式
に
は
提
翠
南
部
川
東

路
常
卒
茶
趨
公
事
。

〔
表
弟
〕
父
の
姉
妹
・
母
の
兄
弟
姉
妹
の
子
で
、
自
分
よ
り
若
い
も
の
。

〔
接
脚
夫
〕
後
添
い
の
夫
。
あ
と
が
ま
。

〔
楊
敬
仲
〕
陸
象
山
の
門
弟
楊
簡
(
一
一
四
一
ー
一
一
一
一
一
六
〉
の
あ
ざ
な
。

新
江
省
慈
渓
の
ひ
と
、
乾
道
五
年
ハ
一
二
ハ
九
)
の
進
士
。
漸
江
省

富
陽
の
主
簿
を
経
て
紹
興
府
の
司
理
に
な
る
(
『
宋
史
』
四

O
七、

『
宋
元
準
案
』
七
四
〉
。

〔
思
量
〕
考
え
る
、
考
慮
す
る
(
俗
語
〉。

〔
根
治
〕
徹
底
的
に
究
明
す
る
。
上
の
「
輿
」
は
し
て
や
る
の
意
。

〔
頓
在
一
逢
〕
頓
は
置
く
意
、
頓
放
・
安
頓
と
も
い
う
。

〔
想
成
休
了
〕
難
解
の
句
で
あ
る
。
休
は
「
休
萎
」
、
離
婚
す
る
こ
と
で
、

た
ぶ
ん
離
婚
が
成
立
し
た
ろ
う
の
意
か
。

〔
初
遁
之
急
〕
こ
の
遣
は
遁
聞
の
意
。
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M
W
因
論
監
司
巡
歴
受
折
迭
目
。
近
法
。
自
上
任
。
許
一
次
受
。
直
卿

目
。
看
亦
只
可
量
受
。
先
生
日
。
某
在
新
東
。
都
不
曾
受
。
道
夫

校
注

:
1
先
生
二
字
無
。

監
司
が
巡
察
す
る
際
に
手
嘗
て
代
り
の
贈
り
物
を
も
ら
う
こ
と
が

問
題
に
な
っ
た
お
り
に
い
わ
れ
た
、
「
ち
か
ご
ろ
の
規
定
で
は
、
赴

任
し
て
か
ら
一
度
だ
け
も
ら
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
」

直
卿
(
資
総
〉
が
い
っ
た
、
「
や
は
り
手
加
減
し
て
受
け
と
る
の
が

い
い
と
お
も
い
ま
す
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、

も
ら
わ
な
か
っ
た
ょ
に
楊
道
夫

「
わ
た
し
は
新
東
に
い
た
と
き
、
ち
っ
と
も

〔
監
司
〕
路
の
最
高
責
任
者
と
し
て
お
か
れ
た
四
人
の
監
督
官
。
帥
司

(
経
略
核
撫
使
)
・
漕
司
(
柏
崎
運
使
)
・
憲
司
(
提
鮎
刑
獄
)
・
倉
司

(
提
血
事
常
卒
)
を
い
う
。

〔
折
迭
〕
折
法
銭
の
こ
と
か
。
『
慶
元
係
法
事
類
』
谷
七
・
監
司
、
巡
墜
の

職
制
令
の
項
に
、
「
諸
監
司
巡
歴
所
至
。
感
受
酒
食
之
類
鰍
受
折
迭

銭
者

0

・
許
互
察
」
と
あ
る
。
酒
食
の
饗
謄
が
わ
り
に
迭
る
金
銭
を
い

う
ら
し
い
。

〔
上
任
〕
赴
任
。

〔
看
亦
只
可
量
受
〕
看
は
「
我
看
」
の
意
か
、
わ
た
し
の
考
え
(
見
解
〉

で
は
。
亦
は
、
規
定
は
あ
っ
て
も
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
す
か
。
量
受

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
手
加
減
し
て
も
ら
う
こ
と
か
。

〔
都
不
〕
強
い
否
定
、
現
代
語
の
「
並
不
」
に
あ
た
る
。

肋
而
今
救
荒
甚
可
笑
。
自
古
救
荒
只
有
雨
説
。
第
一
是
感
召
和
集
。

以
致
豊
穣
。
其
次
只
有
儲
蓄
之
計
。
若
待
他
機
時
理
禽
。
更
有
何

策
。
東
法
蓮
使
去
賑
済
。
西
浅
遣
使
去
賑
済
。
只
討
得
逐
州
幾
箇
紫

綾
朋
子
衆
。
.
某
慮
己
如
何
措
置
。
某
慮
己
如
何
経
重
。
元
無
責
恵
及

民
。
或
問
。
先
生
向
来
救
荒
如
何
。
云
。
亦
只
是
討
得
紫
綾
朋
子
。

更
有
何
策
。
自
修

校
注

:
1
後
作
餓
。

2
綾
抄
本
誤
作
綬
、
下
文
不
謀
。

3
云
作
日
。

「
こ
ん
に
ち
の
飢
謹
救
済
は
ま
っ
た
く
笑
止
の
沙
汰
だ
。
む
か
し

か
ら
、
飢
龍
一
救
済
に
は
二
つ
の
見
解
(
封
策
〉
し
か
な
い
の
だ
。

第
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一
は
天
に
感
躍
さ
せ
て
和
気
を
よ
ん
で
豊
作
を
ま
ね
く
こ
と
、

ペコ
ぎ

の
手
段
と
し
て
は
、
備
蓄
策
が
あ
る
だ
け
で
、

い
ざ
飢
え
て
か
ら
分

別
し
よ
う
た
っ
て
、
な
ん
の
針
策
が
あ
る
も
ん
か
ね
。
ゃ
れ
あ
っ
ち

へ
救
援
の
使
者
を
出
す
、
ゃ
れ
之
っ
ち
へ
救
援
の
使
者
を
出
す
、
こ

の
州
も
あ
の
州
も
紫
綾
の
手
帖
を
い
た
だ
く
だ
け
で
、

ゃ
れ
某
虚
で

は
ど
う
い
う
手
を
打
っ
た
、
ゃ
れ
某
鹿
で
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
現
地

調
査
を
し
て
計
霊
を
立
て
た
と
か
い
う
が
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、

人
民
に
は
賓
恵
が
さ
っ
ぱ
り
及
ば
ん
。
」

「
先
生
は
む
か
し
飢
僅
救
済
を
ど
ん
な
ふ
う
に
さ
れ

ま
し
た
」
と
問
う
と
、
い
わ
れ
た
、
「
や
っ
ぱ
り
紫
綾
の
手
帖
を
ち

あ
る
人
が
、



ょ
う
だ
い
し
た
だ
け
さ
。

、ほ
か
に
な
ん
の
方
策
が
あ
る
も
ん
か
。
」

孫
自
修〔

理
曾
〕
手
を
う
つ
・
分
別
す
る
。

〔
賑
済
〕
飢
箆
時
な
ど
の
救
済
を
い
う
が
、
巌
密
に
い
え
ば
、
土
木
工
事

な
ど
を
起
こ
し
て
労
働
の
代
償
に
食
糧
金
銭
を
支
給
す
る
こ
と
。
こ

れ
に
封
し
、
飢
鐙
封
策
と
し
て
食
糧
を
安
僚
に
賀
り
出
す
の
が
「
賑

鰻
」
、
努
役
も
さ
せ
ず
無
償
で
食
糧
を
支
給
す
る
の
が
「
賑
他
」
で

あ
る
。

〔
討
得
〕
求
め
る
・
も
ら
う
。

〔
逐
州
〕
州
ご
と
に
。

〔
紫
綾
冊
子
〕
紫
色
の
綾
絹
接
の
手
帖
。
税
金
と
か
義
務
労
役
を
免
除
さ

れ
る
特
権
の
謹
明
書
で
、
金
で
寅
ら
れ
る
。

成
甚
事
。

制
賑
済
無
奇
策
。
不
如
講
水
利
。

到
賑
済
時
。

東
。
疑
山
陰
・
曾
稽
二
勝
刷
飢
餓
人
少
。
通
剣
鄭
南
再
三
云
数
賞
。

及
子
細
刷
起
。
三
倍
。
可
事

向
在
漸

飢
僅
救
済
に
妙
策
は
な
い
。

水
利
策
を
講
ず
る
の
が
い
ち
ば
ん
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だ
。
い
ざ
飢
僅
救
済
と
い
う
と
き
に
は
、
ま
っ
た
く
慮
置
な
い
も
の

だ
。
む
か
し
漸
東
に
い
た
と
き
、
山
陰
・
曾
稽
の
二
鯨
で
線
あ
ら
た

め
し
た
飢
餓
人
口
の
数
が
少
な
い
の
に
疑
念
を
も
っ
た
。
遁
剣
の
鄭

南
は
く
り
返
し
、
「
教
に
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。
詳
し

く
調
べ
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
三
倍
な
ん
だ
。
鄭
可
事

〔
成
甚
事
〕
不
成
事
し
不
済
事
、
す
な
わ
ち
「
慮
置
な
い
・
ざ
ま
な
い
・
4

だ
め
」
。
現
代
語
の
「
不
行
」
の
意
に
近
い
。

〔
山
陰
・
曾
稽
〕
と
も
に
紹
興
府
管
下
の
蘇
。

〔
通
剣
〕
州
の
副
知
事
に
あ
た
る
。

〔
鄭
南
〕
未
詳
。

〔
刷
〕
情
緒
黙
検
す
る
。
(
書
類
の
線
貼
検
を

「
刷
省
」
と
い
う
。〉

二
音
節

化
す
れ
ば
抄
刷
と
い
う
。
下
の
刷
起
の
「
起
」
は
し
ら
べ
る
げ
る
意

と
理
解
さ
れ
た
い
。

側
先
生
語
次
問
漸
東
皐
。
可
同
学
云
。
断
東
民
戸
歌
先
生
之
徳
。
先
生

日
。
向
時
到
部
。
州
牒
有
措
置
。
亦
頼
朝
廷
麿
副
。
得
以
効
力
。
己

自
有
名
無
賞
者
多
。
因
目
。
向
時
新
東
先
措
置
。
分
戸
高
下
出
米
。

不
知
有
米
無
米
不
問
。
有
徐
木
者
献
策
。
須
是
逐
郷
使
相
推
排
有
米

者
。
時
以
事
逼
不
曾
行
。
今
若
行
之
一
瞬
甚
易
。
大
抵
今
時
倣
事
。
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在
州
郡
己
難
。
在
監
司
尤
難
。
以
地
閥
遠
。
動
成
文
具
。
惟
豚
令
於

民
親
行
之
鶏
易
。
計
米
之
有
無
。
市
委
郷
之
聡
明
誠
信
者
慮
之
。
聡

明
者
。
人
不
能
歎
。
誠
信
者
。
人
不
忍
欺
。
若
昏
儒
之
人
。
篤
人
所

給
。
譜
詐
之
士
。
則
務
欲
容
私
。
此
大
不
可
。
苛
皐

校
注
:
-
給
朝
鮮
本
誤
作
給
。

た
。先

可Z生
皐tが
は話
申の
しつ
あい
げで
Tこ tこ

新
東
地
方
の
皐
魁
の
こ
と
を
き
か
れ

「
新
東
地
方
の
人
民
は
先
生
の
恩
徳
を
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歌
に
し
て
お
り
ま
す
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、

「
む
か
し
管
轄
地
域
に
で
か
け
た
と
こ
ろ

州
・
豚
に
は
針
策
が
で
き
て
い
る
が
、
そ
れ
も
中
央
政
府
の
慮
置
の

お
か
げ
で
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
す
で
に
有
名
無
寅
の
も
の

が
多
か
っ
た
」

そ
の
つ
い
で
に
レ
わ
れ
た
、

「
さ
き
ご
ろ
、
新
東
で
は
ま
ず
針
策

を
講
じ
て
、
民
戸
を
等
級
別
に
分
け
て
米
を
供
出
さ
せ
た
が
、
米
を

も
っ
て
い
る
の
や
ら
い
な
い
の
や
ら
、

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
徐
木
と

い
う
お
と
こ
が
、

『
J

ぜ
ひ
と
も
郷
ご
と
に
米
の
所
有
者
を
列
奉
さ
せ

ま
し
ょ
う
』
と
提
案
し
た
。
そ
の
と
き
は
、
事
態
が
急
迫
し
て
い
た

の
で
賓
行
せ
な
ん
だ
。

い
ま
も
し
そ
れ
を
鯨
単
位
で
賀
行
す
る
と
い

う
の
な
ら
、

わ
け
は
な
い
。

今
日
な
に
か
を
や
る
場

2
-

、
h-
、、

・7
L
・7

L

合
、
州
郡
で
は
や
り
に
く
く
、

監
司
で
は
特
に
む
つ
か
し
い
。

稽
が
)
遠
隔
地
に
わ
た
る
の
で
、

と
か
く
文
書
に
た
よ
っ
て
形
式
だ

け
に
終
り
が
ち
だ
。
鯨
令
な
ら
人
民
に
直
接
寅
施
す
る
こ
と
が
容
易

で
あ
る
。
米
の
有
無
を
計
算
し
て
、
郷
の
な
か
で
頭
が
よ
く
て
誠
寅

な
も
の
に
慮
置
を
ま
か
せ
る
。
頭
が
い
い
も
の
だ
と
、
人
も
ば
か
に

は
で
き
ん
し
、
誠
貨
な
も
の
だ
と
、
人
も
ば
か
に
し
て
は
わ
る
い
と

お
も
う
。
ぼ
ん
く
ら
だ
と
、
人
か
ら
だ
ま
さ
れ
る
し
、

い
か
さ
ま
師

だ
と
か
な
ら
ず
私
情
を
い
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
甚
だ
も
っ
て
よ

く
な
い
。
鄭
可
皐

〔
向
時
〕
さ
き
ご
ろ
・
む
か
し
。

〔
部
〕
所
部
、
す
な
わ
ち
管
轄
地
磁
の
も
の
を
い
う
。

〔
熔
副
〕
魔
置
す
る
。
副
は
付
に
も
つ
く
る
。

〔己
自〕

す
で
に
。
こ
の
期
に
は
翠
に
二
音
節
化
す
る
た
め
に
付
加
さ
れ

た
語
助
的
な
「
自
」
が
多
い
。

〔
徐
木
〕
こ
の
人
物
は
未
詳
。

〔
須
是
〕
ぜ
ひ
:
・
す
る
。

〔
郷
〕
行
政
鹿
測
の
て
い
く
つ
か
の
村
を
ふ
く
む
。

〔
推
排
〕
等
級
別
に
な
ら
べ
る
ハ
俗
語
)
。
文
字
を
い
ろ
い
ろ
な
ら
ベ
か

え
る
こ
と
か
ら
、
推
敵
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。

〔
動
成
文
目
六
出
動
は
動
刺
と
も
い
い
「
と
か
く
:
:
:
な
り
が
ち
L

。

を
成
す
と
は
、
書
類
な
ど
の
形
式
し
ご
と
に
終
る
こ
と
。
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文
具

管

制
某
向
在
新
東
。

吏
人
押
安
撫
司
牒
。
既
余
名
押
字
。
至
紹
興
府

牒
。
吏
亦
請
愈
名
。
某
嘗
時
只
押
字
去
。
聞
王
仲
行
有
言
語
。
此
伊

川
所
謂
只
第
一
件
便
倣
不
得
者
。
如
南
康
軍
。
嘗
来
有
文
字
到
建
康

府
。
皆
用
申
獄
。
某
以
焦
不
然
。
是
時
陳
一
幅
公
作
留
守
。
只
牒
建
康

愈
臆
。
若
非
前
宰
執
。
只
首
直
牒
也
。
如
南
康
有
文
字
到
都
路
監

司
。
亦
只
合
備
牒
。
其
諸
豚
於
那
州
用
牒
。
却
有
著
令
。
徳
明

校
注

:
1
言
字
無
。

2
軍
字
無
。

3
府
字
無
。



わ
た
し
が
む
か
し
断
東
に
い
た
と
き
、
忍
円
吏
が
安
撫
司
の
牒
文
を

と
ど
け
て
来
た
。
そ
れ
に
署
名
と
書
き
剣
を
す
ま
せ
た
と
こ
ろ
、
混
同

吏
は
紹
興
府
の
牒
文
に
ま
で
署
名
し
て
く
れ
と
い
う
。
わ
た
し
は
そ

の
と
き
書
き
剣
だ
け
で
す
ま
せ
た
。

な
ん
で
も
王
仲
行
(
王
希
巴
〉

が
文
句
を
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
程
伊
川
ど
の
の
い
わ

れ
る
、

『
第

(
初
歩
的
な
)
の
こ
と
か
ら
し
て
や
れ
ん
』
と
い
う
や

む
か
し
文
書
を
建
康
府
に
迭
る
場

合
、
み
な
申
献
形
式
を
用
い
て
い
た
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
は
ま
ち
が

つ
だ
。

た
と
え
ば
南
康
軍
で
、

い
だ
と
考
え
た
。

そ
の
こ
ろ
は
陳
一踊
公
(
陳
俊
卿
)
が
長
官
を
し
て

お
ら
れ
た
の
で
、
建
康
の
簸
事
判
官
臆
あ
て
の
牒
文
に
し
た
。
も
し

(
こ
の
場
合
の
よ
う
に
)
前
の
宰
相
(
が
長
官
を
し
て
お
ら
れ
る
の
)
で
な

け
れ
ば
、

(
太
守
あ
て
の
)
直
牒
形
式
で
よ
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
南

康
で
隣
り
の
路
の
提
刑
按
察
司
に
文
書
を
選
る
場
合
だ
っ
て
、
や
』主

り
備
牒
の
形
式
で
よ
い
の
だ
。
方
方
の
鯨
が
隣
り
の
州
に
針
し
て
牒

文
形
式
を
用
い
る
こ
と
に
は
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
規
定
が
あ
る
ん
だ
か

ら
ね
。
摩
徳
明
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こ
の
僚
に
関
連
す
る
も
の
に
、
前
鋭
所
牧
の
倒
僚
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
。

〔
押
〕
押
迭
、
す
な
わ
ち
護
迭
す
る
意
。

〔
安
撫
司
牒
〕
安
撫
司
は
遜
境
地
匡
の
箪
路
に
お
か
れ
て
、
丘
(
政
を
掌

る
。
牒
は
文
書
形
式
の
一
種
。
官
瞬
間
に
交
さ
れ
る
文
書
は
上
下
関

係
や
・
同
列
閥
係
で
形
式
・
名
稽
が
違
う
。
ち
ゃ
ん
と
規
定
が
あ
る

の
に
、
そ
れ
が
複
雑
で
あ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
。
と

い
っ
て
も
、
宋
代
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
レ
た
か
、
調
査
の
結

果
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。
元
代
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
略
の
と
こ

ろ
を
把
握
し
て
設
表
し
て
お
い
た
(
本
誌
二
十
三
の
四
「
元
典
章
文

書
の
構
成
」
参
照
)
。

い
ま
、
そ
れ
を
踏
み
暮
一と
し
て
考
え
る
と
、

「
牒
」
が
同
列
聞
の
文
書
形
式
で
あ
る
こ
と
は
、
元
代
と
同
じ
で
あ

る
ら
し
い
。

〔
命
川
名
押
{
子
〕
署
名
と
蛮
聞
き
剣
の
手
績
を
い
う
(
前
披

ω篠
の
注
参
照
)。

〔
至
・
:
・
亦
〕
・
:
・
ま
で
も
。

〔
紹
興
府
牒
〕
紹
興
府
は
一
問
掘
削
東
路
管
下
の
府
だ
か
ら
、
申
欣
形
式
で
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
か
。

〔王
仲
行
〕
仲
行
は
王
希
呂
の
あ
ざ
な
、
宿
州
(
安
徽
省
宿
師
脚
)
の
ひ
と
。

乾
道
五
年
(
一
二
ハ
九
)
の
進
士
。
底
州
知
事
・
吏
部
員
外
郎
な
ど

を
へ
て
、
淳
照
五
年
(
一
一
七
八
)
に
は
起
居
郎
、
兵
部

・
吏
部
向

書
を
歴
任
、
紹
興
府
の
知
事
に
な
る
。
廉
直
の
臣
で
直
言
を
は
ば
か

ら
な
か
っ
た
(
『
宋
史
』
三
八
八
)
。

〔
此
伊
川
所
謂
只
第
一
一
件
便
倣
不
得
〕
程
顧
の
諮
問
は
『
二
程
遺
書
』
各
十

九
に
み
え
る
。
「
先
生
因
言
。
今
日
供
戦
。
只
第
一
件
。
便
倣
他
底

不
得
。
吏
人
押
申
縛
運
司
吠
。
甘
木
不
曾
策
。
園
子
監
自
係
肇
省
。
肇

省
係
朝
廷
官
。
外
司
有
事
。
合
行
申
吠
。

量
有
蓋
省
倒
申
外
司
之

理
。
只
盛
岡
従
前
人
只
計
較
利
害
。
不
計
絞
事
種
。
直
得
窓
地
。
須
看

聖
人
欲
正
名
施
。
見
得
道
名
不
正
時
。
使
至
稽
築
不
興
。
自
然
住
不
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得
。
夫
穫
祭
笠
玉
高
之
交
錯
。
鍾
鼓
之
鱗
鍬
哉
。
今
日
第
一
件
。
使

如
此
人
不
知
。
一
似
好
倣
作
。
只
這
些
子
。
莱
使
倣
他
官
不
得
。
若

倣
他
底
時
。
須
一
一
興
理
舎
。
」

〔
建
康
府
〕
南
康
寧
と
同
じ
く
江
南
東
路
に
属
す
る
。
は
じ
め
は
江
寧

府
、
建
炎
三
年
ハ
一
二
一
九
)
に
改
稽
さ
れ
た
〈
『宋
史
』
谷
八
八
・

地
理
志
)
。
江
蘇
省
南
京
を
中
心
と
す
る
。

〔
沓
来
〕
む
か
し
。

〔
申
欣
〕
下
級
官
藤
よ
り
上
級
官
臓
に
提
出
す
る
文
書
の
形
式
。

〔
陳
踊
公
〕
隙
俊
卿
(
一
一
一
一
一
一
ー
ー
八
六
)
、
あ
、ざ
な
は
廃
求
、
輿
化
の

ひ
と
。
紹
興
八
年
(
一
二
二
八
〉
の
進
士
。
性
来
の
綾
正
誠
賓
が
孝

宗
に
見
こ
ま
れ
て
、
乾
道
四
年
(
一
一
六
八
)
十
月
に
は
向
者
右
僕

射
、
問
中
蓄
門
下
卒
章
事
、
品
添
福
密
使
の
要
職
に
つ
い
た
。
五
年
正

月
に
は
左
僕
射
に
な
り
、
六
年
(
一
一
七
一
)
に
観
文
殿
大
皐
土
の

資
格
で
知
稽
州
、
粂
一
一崎
建
路
安
撚
使
、
浮
照
二
年
(
一
一
七
五
)
に

も
再
び
知
一
繭
州
を
命
ぜ
ら
れ
、
五
年
三
一
七
八
)
五
月
に
は
剣
建

康
府
、
粂
江
南
東
路
安
嫌
使
に
就
任
し
た
(
『
宋
史
』
谷
三
八
三
〉
。

朱
煮
に
お
そ
ろ
し
く
長
文
の
「
丞
相
貌
劉
陳
正
献
公
行
状
」
(
『
朱
文

公
文
集
』
各
九
六
)
と
「
祭
陳
踊
公
文
」
(
同
省
八
七
)
が
あ
る
。

行
吠
の
中
で
「
我
従
公
遊
、
出
入
三
紀
、
晩
途
間
閥
、
途
託
知
己
」

と
み
え
る
。

〔
会
膝
〕
策
審
判
官
艇
の
略
。
幾
艇
の
こ
と
は
た
と
え
ば
『
宋
史
』
一
六

七
・
職
官
志
七
に
「
監
司
有
幹
官。

州
都
有
職
官
。

以
供
但刑
廃
之

職
」
と
み
え
る
。

〔
直
牒
〕
牒
は
同
等
官
瞬
間
に
迭
達
さ
れ
る
文
書
の
形
式
。
た
だ
し
直
燦

に
つ
い
て
は
未
詳
。

〔
備
牒
〕
「
備
」
は
「
牒
」
文
を
迭
る
意
。
「
申
」
が
「
吠
」
文
を
塗
る

意
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
文
書
形
式
が
異
な
る
の
に
態
じ
て
、
迭
る

意
味
の
術
語
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

帥
紹
興
時
。
去
得
遅
。
己
無
撃
重
。
只
依
常
行
。
先
差
一
通
剣
。
抄

割
城
下
雨
牒
飢
民
。
其
人
不
留
意
。
只
抄
得
四
高
来
人
。
外
豚
却
抄

得
多
。
遼
欲
治
之
而
不
曾
。
却
託
石
天
民
重
抄
得
八
蔦
人
。
是
時
己

遅
。
天
民
云
。
甚
易
。
只
閥
集
大
保
長

0

・
壷
在
一
寺
。
令
供
出
入
之

貧
者
。
大
保
長
無
有
不
知
数
目
。
使
耕
。
却
分
作
数
等
。
賑
済
賑

娘
。
其
初
令
霊
地
問
。
量
道
里
遠
近
。
就
倫
寺
或
荘
字
置
雑
米
所
。

於
門
首
立
木
胞
。
閥
防
再
入
之
人
。
珠
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紹
興
〈
の
飢
餓
)
の
時
は
、
ゆ
く
の
が
(
任
官
し
て
赴
任
す
る
)
遅
く

て
も
う
打
つ
手
が
な
か
っ
た
。
例
の
ご
と
く
や
る
よ
り
ほ
か
な
く、

ま
ず
一
人
の
通
剣
を
波
遺
し
て
、
紹
興
附
郭
の
二
豚
の
飢
え
て
い
る

民
の
人
数
を
綿
あ
ら
た
め
さ
せ
た
。

そ
の
お
と
こ
は
熱
心
に
や
ら

ず
、
調
査
人
口
が
四
高
人
そ
こ
そ
こ
し
か
な
か
っ
た
の
に
、
外
の
鯨

の
調
査
で
は
人
数
が
た
く
さ
ん
だ
。
そ
こ
で
や
つ
を
慮
罰
し
よ
う
と

お
も
っ
た
が
、

そ
れ
は
や
ら
ず
、

石
天
民
(
石
斗
文
)
に
た
の
ん
で

再
調
査
さ
せ
た
結
果
が
八
高
人
だ
っ
た
ー
そ
の
と
き
は
も
う
手
濯
れ

で
あ
る
。
天
民
が
い
っ
た
、

「
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
指
令
・
を
出



し
て
大
保
長
を
ぜ
ん
ぶ
一
つ
の
寺
に
召
集
し
、
人
民
の
貧
し
い
連
中

を
と
ど
け
出
さ
せ
る
だ
け
で
い
い
の
で
す
。
大
保
長
な
ら
み
な
教
が

わ
か
っ
て
い
Y

ま
す
か
ら
、
す
ぐ
に
始
末
が
つ
き
、
そ
れ
を
等
級
に
わ

け
て
救
援
用
の
労
役
と
か
食
糧
の
貰
り
出
し
を
寅
施
す
る
の
で
す
。

手
は
じ
め
に
地
圃
を
か
か
せ
て
、
距
離
の
遠
近
を
考
え
、
お
寺
か
地

主
の
家
に
救
援
米
の
賀
捌
慮
を
設
け
、

か
ど
ロ
に
木
組
み
の
枠
を
立

て
て
、
二
度
取
り
の
も
の
を
防
止
し
ま
す
に
牒
溌
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〔
墜
釜
〕
慮
置
を
講
ず
る
(
既
出
)
。

〔
抄
笥
〕
抄
刷
と
も
い
う
。
線
あ
ら
た
め
す
る
こ
と
(
吏
般
語
)
。
こ
の

期
の
朱
煮
の
奏
紋
に
「
奏
紹
興
府
都
監
貫
一
路
之
不
抄
笥
飢
民
吠
」

(『朱
文
公
文
集
』
轡
二
ハ
)
が
あ
る
。

〔
爾
膝
〕
山
陰
・
曾
稽
の
こ
豚
を
さ
す
。
帥
傑
参
照
。

〔
四
高
来
人
〕
「
来
」
は
そ
の
上
に
お
か
れ
た
数
に
近
い
こ
と
を
示
す
。

現
代
語
も
同
じ
。

〔
石
天
民
〕
天
民
は
石
斗
文
の
あ
ざ
な
。
漸
江
省
新
昌
の
ひ
と
。

隆
輿
年
間
(
一
一
六
二
・
一
二
)
の
進
土
で
陸
象
山
の
門
弟
。
臨
安
府

事
教
授
・
極
密
院
編
修
を
へ
て
武
岡
軍
の
知
事
に
至
る
ハ
『
宋
元
事

案
』
七
十
七
〉
。

〔
関
〕
こ
れ
も
文
書
形
式
の
一
種
。
同
級
官
な
い
し
官
臆
ど
う
し
が
交
わ

す
文
書
か
。

〔
大
保
長
〕
保
甲
制
に
お
い
て
保
長
を
統
べ
る
も
の
。

〔
却
〕
こ
の
却
は
「
却
後
」
、
そ
れ
か
ら
・
そ
の
う
え
で
の
意
。

〔
賑
躯
〕
飢
鐘
針
策
と
し
て
食
糧
を
安
債
に
責
り
出
す
こ
と
。
帥
係
注
参

昭…。

〔
疫
字
〕
地
主
の
屋
敷
と
誇
し
た
が
、
官
庫
の
場
合
も
、

し
れ
な
い
。

〔
木
胞
〕
木
組
み
の
窓
枠
欣
の
も
の
か
。

〔
関
防
〕
防
止
す
る
〈
吏
股
語
〉
。

倒
新
東
之
病
。
如
和
買
之
害
。
酒
坊
之
害
。

家
。
倣
得
起
。
害
民
。
如
盟
倉
之
害
。

か
く
よ
ぶ
か
も

買
酒
坊
者
。
倣
不
起
。
破

如
温
州
有
数
虜
塑
倉
。
置
官
吏
甚

多
。
而
一
歳
所
買
。
不
過
数
十
斤
。
自
可
省
罷
。
更
欲
白
之
朝
。
出
瞳
之

地
納
白
戸
盟
。
却
令
過
私
聾
。
升
卿

校
注
:
此
篠
抄
本
闘
。
以
刊
本
補
。
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た
と
え
ば
和
買
の
害
、
酒
坊
の
害
が
あ
る
。

酒
坊
を
貿
う
も
の
で
、
そ
れ
を
や
っ
て
ゆ
く
か
い
性
の
な
い
も
の
は
破
産
す
る

漸
東
の
弊
害
に
は
、

し
、
か
い
性
の
診
る
も
の
は
、
人
民
に
め
い
わ
く
を
か
け
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
盟
倉
の
害
が
あ
る
。
た
と
え
ば
温
州
に
は
数
か
施

の
腫
倉
が
あ
り
、
官
・
吏
を
た
く
さ
ん
置
き
す
ぎ
て
い
る
の
に
、
一
年
の
買
い

上
げ
は
数
十
斤
に
す
、
ぎ
な
い
。
蛍
然
、

す
る
べ
き
だ
。

人
員
を
省
い
た
り
職
掌
を
駿
し
た
り

さ
ら
に
朝
廷
に
申
し
あ
げ
た
い
の
は
、
盟
を
産
出
す
る
土
地
で
、

や
み
し
お

白
戸
堕
を
納
め
る
の
が
、
私
盟
の
上
を
ゆ
か
せ
て
い
る
こ
と
だ
。
黄

升
卿
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〔
和
買
〕
政
府
の
必
要
物
資
を
官
と
商
人
問
者
の
合
意
の
も
と
に
買
い
あ

げ
る
。

〔
酒
坊
〕
酒
の
碩
造
所
。
そ
の
経
後
権
は
期
聞
を
限
っ
て
入
札
制
で
買
わ

せ
る
(
買
撲
)
。
酒
坊
に
つ
い
て
は
、
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
幼
場
の

民
間
経
営
に
つ
い
て
」
ハ
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
皐
論
文
集
牧
)

や
丸
亀
金
作
「
宋
代
の
権
鮎
に
つ
い
て
」
(
史
撃
雑
誌
四
五
の
五
・

六
〉
に
詳
し
い
。

〔
倣
不
起
・
倣
得
起
〕
動
調
十
徳
起
(
不
起
)
は
、
そ
の
動
作
に
つ
い
て

か
い
性
の
有
無
を
い
う
表
現
で
あ
る
。
現
代
語
も
同
じ
。

湾
州
(
嘗
作
知
湾
州
)

紹
照
元
年
(
二
九
O
)
四
月
末
よ
り
翌
年
三
月
に
至
る
ハ
朱
煮
の

六
十
一
・
二
歳
)
、

ほ
ほ
一
年
間
の
佳
験
を
語
る
。
濠
州
は
一
踊
建
路
に

領
豚
は
四
つ
、

層
す
る
下
州
で
、

い
ま
の
濠
州
市
(
飽
渓
〉
を
治
と

す
る
。
朱
蕪
が
新
東
提
奉
の
職
を
去
っ
て
か
ら
の
七
年
間
は
、
い
わ

ゆ
る
洞
樵
の
官
と
し
て
台
州
崇
道
観
・
華
州
雲
蓋
観
・
南
京
鴻
慶
宮

-
嵩
山
崇
一
踊
宮
な
ど
の
主
管
を
歴
任
し
、
寅
際
に
は
皐
業
に
精
進
し

『
孝
経
刊
誤
』
(
一
一
八
六
年
)
、

て
『
易
皐
啓
蒙
』

『
小
皐
書
』

『
中
庸
章
句
』
(
一
一
八
九
年
)
を
完
成
し

一
八
七
年
)
、
『
大
拳
章
句
』

た
。
そ
の
問
、
淳
照
十
四
年
ハ
一
一
八
七
〉
七
月
に
は
江
南
西
路
提
黙

刑
獄
(
た
だ
し
待
次
〉
を
拝
命
し
、
翌
年
三
月
十
八
日
に
は
赴
任
の

途
に
つ
い
て
、
六
月
に
は
延
和
般
で
園
事
に
劃
す
る
重
大
な
上
奏
も

行
な
っ
た
が
、
貧
際
の
政
務
を
執
ら
ぬ
う
ち
に
、

か
れ
の
希
望
が
容

れ
ら
れ
て
洞
稔
の
官
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
淳
照
十

六
年
ハ
二
八
九
)
二
月
光
宗
が
即
位
し
て
、
八
月
に
は
江
南
東
路
轄

運
副
使
、
十
一
月
に
は
知
濠
州
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
動
附
退
が
許
さ
れ
ぬ

と
知
る
と
は
じ
め
て
奔
命
し
、
翌
紹
照
元
年
の
四
月
二
十
四
日
に
赴

任
し
た
。
こ
の
期
に
お
け
る
朱
煮
の
治
績
と
し
て
は
、
豪
族
の
反
割

に
遭
う
て
結
局
は
中
止
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
が
、
経
界
法
の
賓
施
を

特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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倒
郡
中
元
自
出
公
牒
。
延
郡
土
黄
知
録
樵
・
施
允
蕎
・
石
洪
慶
・
李

唐
盗
・
林
易
筒
・
楊
士
訓
及
淳
輿
永
嘉
徐
寓
八
人
入
皐
。
而
張
数
授

至

是

先

生

下

準

。

奮

有

官

拳

興
奮
職
事
温
格
。

僚
属
叉
有
乞
留
。

正
。
有
司
只
得
守
法
。
言
者
不
止
。
先
生
嬰
色
属
詞
目
。
郡
守
以
承

〆町、

流
宣
化
魚
職
。
不
以
簿
書
・
財
計
・
獄
訟
矯
事
。
某
初
到
此
。
土
木
知

人
物
賢
否
。
風
俗
厚
薄
。
今
巴
九
月
失
。
方
知
得
皐
校
底
裏
。
便
欲

注
意
皐
校
。
所
以
採
訪
郷
評
物
論
。
延
請
寅
知
録
。
以
其
有
悟
退
之

節
。
欲
得
表
率
諸
生
。
叉
延
請
前
輩
土
人
。
同
震
之
表
率
。
欲
使
邦

人
土
子
識
些
向
背
。
稿
知
鴛
善
之
方
。
興
一
邦
之
人
。
共
趨
士
君
子

之
域
。
以
睦
朝
廷
数
養
作
成
之
意
。
不
調
作
之
無
躍
。
弄
得
来
、
品
建
設



合
殺
。
教
授
受
朝
一
廷
之
命
。
分
数
↓
邦
?
其
責
任
不
震
不
重
。
合
嘗

自
行
規
矩
。
而
今
却
容
許
多
無
行
之
入
手
訟
。
職
事
人
在
率
。
柾
請

官
銭
。
都
不
成
皐
校
。
土
人
先
要
識
箇
廉
退
之
節
。
撞
義
廉
恥
是
謂

四
維
。
若
寡
廉
鮮
恥
。
難
能
文
。
要
何
用
。
某
難
不
省
。
深
矯
諸
君

恥
之
。
淳

O
寓
同
而
少
具
。

校
注
:
1
便
作
透
。

2
注
作
留
。

3
途
字
無
。
4
同
而
作
録
。

郡
(
州
〉
聴
で
は
も
と
も
と
公
文
書
を
出
し
て
、
郡
出
身
の
土
人

で
あ
る
、
知
録
の
糞
樵
(
樵
仲
〉
、
施
允
欝

・
石
洪
慶
・
李
唐
洛

・
林

易
筒
・
揚
土
訓
お
よ
び
淳
(
陳
淳
)
と
、
永
嘉
出
身
の
徐
寓
ら
入
人

を
州
皐
に
入
る
よ
う
招
請
し
て
あ
っ
た
の
に
、
張
数
授
が
も
と
か
ら

い
る
職
員
た
ち
と
じ
ゃ
ま
を
し
た
の
で
、
先
生
は
皐
校
か
ら
手
を
引

か
れ
た
。
部
下
の
人
た
ち
に
も
留
任
を
お
願
い
す
る
も
の
が
あ
っ
た

が
、
(
事
校
に
は
)
支
え
ま
え
か
ら
皐
正
の
官
が
レ
る
の
だ
し
、
関
係
官

臆
で
は
法
規
を
守
る
ほ
か
な
く
、
文
句
を
つ
け
る
も
の
も
主
張
を
や

め
な
い
。
先
生
は
顔
色
を
か
え
て
き
つ
い
言
葉
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

「
州
知
事
は
，
流
レ
ヲ
承
ケ
テ
化
ヲ
宣
ベ
ル
e
の
が
務
め
で
あ
り
、
帳
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簿
e

つ
く
り
ゃ
銭
勘
定
・
裁
判
が
し
ご
と
じ
ゃ
な
い
の
だ
。
わ
た
し
が

こ
ζ

へ
や
っ
で
来
た
嘗
初
は
、
人
物
の
よ
し
あ
し
や
風
俗
の
良
否
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
今
は
も
う
九
か
月
に
な
り
、
や
っ
と
皐
校
の
事

情
も
わ
か
り
、
築
技
の
こ
と
に
意
を
用
い
よ
う
と
お
も
っ
た
も
の
だ

か
ら
、
世
間
の
人
物
許
を
さ
ぐ
っ
て
、
責
知
録
を
招
請
し
た
の
だ
。

ひ

こ
の
人
に
は
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
レ
さ
ぎ
よ
く
身
を
退
く
節
操
が

あ
る
の
で
、
皐
生
た
ち
の
模
範
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
お
も
っ
た
。
ま

た
、
先
輩
の
土
人
た
ち
を
招
請
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
模
範
と
な
り
、

州
中
の
若
い
イ
ン
テ
リ
た
ち
が
向
背
を
わ
き
ま
え
、
い
さ
さ
か
善
を

な
す
の
遁
を
こ
こ
ろ
え
、
州
の
人
た
ち
と
と
も
に
、
良
識
あ
る
人
聞

の
域
に
進
ん
で
、
数
育
の
寅
を
あ
げ
ん
と
す
る
朝
廷
の
主
旨
を
桂
す

る
よ
う
に
と
願
っ
た
の
だ
が
、
意
外
な
こ
と
に
こ
の
意
園
に
臆
え
て

お
か
げ
で
始
末
の
つ
か
ぬ
こ
の
ざ
ま
さ
。
数
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く
れ
る
も
の
が
な
く
、

授
は
朝
廷
の
命
を
う
け
て
、
一
州
の
数
育
を
受
け
も
ち
、
そ
の
責
任

は
け
っ
し
て
軽
く
は
な
い
。
嘗
然
み
ず
か
ら
の
行
動
を
正
す
べ
き
な

の
に
、

い
ま
は
お
お
ぜ
い
の
素
行
よ
か
ら
ぬ
入
聞
に
訴
訟
争
い
を
さ

せ
て
お
く
し
、
皐
校
に
つ
と
め
る
職
員
ど
も
は
、

お
か
み
の
金
を
た

だ
食
い
す
る
わ
で
、
ま
る
で
事
校
の
慢
を
な
し
て
お
ら
ん
。
土
人
は

ま
ず
出
慮
進
退
の
節
度
を
わ
き
ま
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ず躍
義
廉
恥
は
四

維
と
い
わ
れ
る
も
の
、
も
し
も
廉
潔
恥
厚
を
知
ら
ね
ば
、

た
と
え
皐

聞
が
や
れ
て
も
な
ん
の
役
に
立
と
う
。

わ
た
し
は
至
ら
ぬ
も
の
だ

が
、
は
な
は
だ
み
な
さ
ん
の
た
め
に
恥
ず
か
し
く
お
も
う
。
」
陳
淳
O
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徐
寓
も
同
じ
だ
が
少
し
異
同
が
あ
る
。

こ
の
係
に
闘
す
る
朱
謙
一の
文
章
に
、
紹
照
三
年
(
一
一
九
一
一
〉
正
月
二
日

の
デ
!
ト
を
も
っ
、
「
津
州
延
郡
土
入
事
牒
」
が
あ
る
(
『
朱
文
公
文
別
集
』

容
九
枚
)
。
以
下
、
閥
係
部
分
を
適
宜
参
照
す
る
。

〔
元
自
〕
も
と
も
と
。
こ
の
白
も
語
助
的
用
法
。

〔
北
東
知
鍛
樵
〕
ま
た
の
名
は
機
仲
、
あ
ざ
な
は
道
夫
、
敬
飛
と
抗
し
て
、

一
隅
建
省
龍
渓
(
津
州
の
治
)
の
ひ
と
。
淳
照
十
年
の
進
士
で
あ
る
。

牒
文
に
は
「
今
観
新
汀
州
知
録
賞
従
事
。
器
資
深
厚
。
操
履
端
方
。

杜
門
積
書
。
不
交
権
利
。
郷
閥
有
識
。
莫
不
推
高
。
若
以
麓
請
屈
居

州
聞
学
正
録
之
任
。
粂
同
主
管
豚
祭
数
導
。
必
能
使
諸
生
観
感
而
化
。

有
所
興
起
」
と
あ
る
(
『
宋
元
事
業
』
窃
四
十
九
)
o

知
録
は
知
録
事

参
箪
事
、
州
の
総
務
課
次
長
。

〔
施
允
豊
岡
〕
あ
ざ
な
は
伯
和
。
臨
海
(
涼
州
)
の
ひ
と
〈
『
宋
元
闇
宇
案
』
容

六
十
九
)
。

〔
石
洪
慶
〕
あ
ざ
な
は
子
絵
。
お
な
じ
く
臨
樟
の
ひ
と
。
み
ぎ
の
ふ
た
り

は
す
で
に
老
年
に
あ
っ
た
。
牒
文
に
寸
前
州
皐
施
率
正
允
蕎
・
石
畢

生
洪
慶
。
皆
以
番
交
之
年
。
進
聞
学
不
俗
。
強
毅
方
正
。
衆
所
殿
樺
」

と
い
う
。
語
類
の
記
録
者
(
一
一
九
三
年
)
で
も
あ
る
(
「
宋
元
撃

案
』
容
六
十
九
〉
。

〔
李
唐
姿
〕
あ
ざ
な
は
発
卿
、
龍
渓
の
ひ
と
(
『
宋
元
拳
案
』
谷
六
十
九
)
。

〔林
易
筒
〕
あ
ざ
な
は
一
之
、
出
身
お
な
じ

(
『
宋
元
事
案
』
怨
六
十

九
三
ふ
た
り
に
つ
い
て
は
牒
文
に
「
林
貢
土
易
簡
・
李
進
士
唐
次
。

或
究
索
精
微
。
或
持
循
雅
筋
。
察
其
志
行
。
久
盆
可
観
」
と
あ
る
。

〔
楊
土
訓
〕
あ
ざ
な
は
予
叔
、
津
浦
の
ひ
と
ハ
『
宋
元
皐
案
』
昌
也
六
十
九
、

士
を
仕
に
つ
く
る
)
。
陳
淳
と
か
れ
に
つ
い
て
は
牒
文
に
い
う
「
貢

土
隙
淳
・
太
事
生
揚
土
訓
。
歯
雄
向
少
。
翠
己
知
方
。
」

〔
徐
寓
〕
あ
さ
な
は
居
父
、
盤
州
受
と
放
し
、
永
嘉
(
掘
削
江
省
、温
州
〉
の

ひ
と
。
牒
文
に
は
汁
永
嘉
事
生
徐
寓
。
務
事
求
師
。
志
向
堅
確
」
と

あ
る
。
語
類
の
一
一
九

O
年
以
後
の
記
録
者
で
も
あ
る
。

〔
張
教
授
〕
未
詳
。
教
授
は
州
翠
の
最
高
教
官
。

〔
職
事
〕
下
文
に
職
事
人
と
み
え
る
。
専
門
職
に
従
事
す
る
も
の
。
こ
こ
ー

は
州
撃
の
職
員
。

〔下
撃
〕
闇宇
校
関
係
の
職
務
を
退
く。

上
文
の
「
入
事
」
に
封
す
る
語
か
。

こ
の
語
は
事
校
が
ひ
け
て
腕
宅
す
る
こ
と
に
も
用
い
る
。
陸
務
の
東

呉
女
曲
に
「
阿
弟
は
書
を
貧
り
て
下
摩
す
る
こ
と
還
し
」
と
あ
る
。

〔
官
事
正
〕
聞
学
正
は
助
教
授
粂
皐
生
主
事
に
あ
た
る
。

〔
承
流
宣
化
〕
風
数
の
得
統
を
う
け
て
ひ
ろ
め
る
。
『
漢
書
』
各
五
六
・

董
仲
街
停
に
い
う
。
「
今
之
郡
守
豚
令
。
民
之
師
帥
。
所
使
承
流
而

宣
化
也
」

〔
底
裏
〕
内
情
・
子
細
(
俗
語
)
。
底
細
と
も
い
う
。

〔
延
講
〕
招
請
・
招
帥
押
す
る
。

〔
不
謂
〕
は
か
ら
ず
も
・
意
外
に
も
(
俗
語
)
。

〔
草
野
得
来
〕
以
下
の
こ
と
を
結
果
す
る
。
「
使
得
」
と
い
う
表
現
に
類
似

す
る
。

〔
浪
合
殺
〕
始
末
が
つ
か
ぬ
。
「
合
殺
」
は
既
出
(
前
鋭
傑
参
照
)
。
「
波

枚
殺
」
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
る
。

〔
合
嘗
〕
:
・
:
す
べ
き
で
あ
る
(
俗
語
〉
。

〔種
義
援
恥
是
謂
四
維
〕

『管
子
』
牧
民
篤
に
い
う
、
「
閣
に
四
維
あ
り
。

:
・
:
・
何
を
か
四
維
と
謂
う
。
一
に
臼
わ
く
種
、
二
に
日
わ
く
義
、
三
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に
日
わ
く
腹
、
凶
に
日
わ
〈
恥
。
」

帥
諜
目
。
先
生
禁
津
民
瞳
併
朝
獄
。
皆
所
以
正
人
心
也
。
先
生
田
。

未
設
到
如
此
。
只
是
男
女
混
潜
。
便
嘗
禁
約
爾
。
侍
坐
諸
公
各
言
語

慮
淫
亙
録
惑
等
事
。
先
生
壁
頬
瑳
嘆
而
己
。
因
翠
江
西
有
玉
隆
寓
寄

宮
・
太
卒
輿
園
官
。
毎
歳
雨
慮
朝
拝
。
不
樺
遠
近
奔
趨
。
失
其
本

心
。
一
至
於
此
。
目
。
某
嘗
見
其
如
此
。
深
京
其
愚
。
上
昇
一
事
。

断
無
此
理
。
量
有
許
多
人
一
日
同
登
天
。
自
後
叉
却
不
見
一
箇
登
天

之
人
。
如
汀
民
事
定
光
二
併
。
其
惑
亦
甚
。
其
併
肉
身
。
嘗
留
公

聴
。
薦
祈
徴
一
帽
。
果
有
知
遁
理
人
震
汀
州
。
合
先
投
昇
水
火
。
以
怯

民
惑
。
愚
民
施
財
。
崇
修
併
字
。
所
在
皆
然
。
此
弊
滋
蔓
尤
甚
。
陳

後
之
言
。
泉
州
妖
亙
惑
民
。
新
立
廟
貌
。
海
船
運
土
石
及
遠
来
施

財
。
遭
風
覆
舟
相
経
而
不
悟
。
先
生
云
。
亦
嘗
望
見
廟
字
批
麗
。
但

尋
常
不
喜
入
神
廟
。
不
及
往
観
。
凡
一
此
皆
是
愚
而
無
知
者
之
所
篤

爾
。
義校

注
:
1
議
日
作
用
。

2
先
生
二
字
無
。

3
盛
作
容
。

4
先
生
一
去
作
臼

一字。
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わ
た
く
し

諜
(
周
譲
)
が
い
っ
た
、
「
先
生
が
津
州
の
民
に
傍
寺
や
道
観
に
お

参
り
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
み
な

4

人
心
ヲ
正
ス
。

た
め
な
ん
で
す
ね
。
」

先
生
が
レ
わ
れ
た
、
「
さ
よ
う
な
こ
と
ま
で
い
う
つ
も
り
は
な
い
。

J

ま
じ

た
だ
、
男
女
が
入
り
混
っ
て
や
る
か
ら
禁
止
す
べ
き
だ
と
い
う
だ
け

な
ん
だ
。
」

そ
の
場
に
ひ
か
え
て
い
た
人
た
ち
は
、
め
い
め
い
方
々
の
妖
し
い

亙
た
ち
の
い
か
が
わ
し
い
行
震
を
話
し
た
。
先
生
は
鼻
す
じ
を
ひ
そ

め
て
歎
い
て
お
ら
れ
る
だ
け
だ
っ
た
。

そ
こ
で
江
西
に
あ
る
玉
隆
高
霧
宮
や
太
卒
輿
園
宮
の
例
を
引
か

れ
、
毎
年
こ
の
こ
か
慮
の
参
詣
に
は
、
遠
方
も
か
ま
わ
ず
馳
せ
参
じ

わ
す

て
、
。
本
心
ヲ
失
レ
e

て
い
る
こ
と
は
、
こ
ん
な
に
ま
で
ひ
ど
い
と
い
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わ
れ
た
。

「
わ
た
し
は
か
つ
て
こ
の
ざ
ま
を
見
て
、
つ
く
づ
く
愚
劣
さ
が
哀

し
く
な
っ
た
。
昇
天
な
ん
て
そ
ん
な
道
理
は
断
じ
て
な
い
。
お
お
、
ぜ

い
の
人
聞
が
一
日
に
い
っ
し
ょ
に
昇
天
す
る
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
も

そ
の
後
は
(
わ
た
し
が
取
締
ま
っ
て
か
ら
)

も
の
は
お
ら
ん
。
汀
州
の
民
が
定
光
二
併
を
大
事
に
し
て
る
ん
だ
っ

て、 の
か
。

一
人
も
昇
天
し
た

迷
妄
も
甚
だ
し
い
。

そ
の

お
祈併
~l V士
子生

ぞき
市畠刀

を ♀
求富
め 悌
た)
こで、

と
カミ カミ

まあっ

て
官
醸
の
ホ
ー
ル
に
安
置
し
、

る
。
も
し
も
道
理
を
わ
き
ま
え
た
人
が
汀
州
の
知
事
に
な
れ
ば
、

ず
水
か
火
の
中
に
投
げ
こ
ん
で
、
民
の
迷
妄
を
挽
う
べ
き
だ
よ
。
愚
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民
ど
も
が
金
品
を
寄
拾
し
て
、
悌
閣
を
り
っ
ぱ
に
修
復
す
る
の
は
、

ど
こ
も
か
し
こ
も
皆
そ
う
だ
。
こ
の
弊
害
の
蔓
延
ぶ
り
は
特
に
ひ
ど

ぃ。」

「
泉
州
で
は
い
か
が
わ
し
い
亙
が
人
民
を
惑

わ
し
、
新
た
に
廟
を
立
て
る
と
い
う
の
で
、
海
船
が
建
築
用
の
土
や

石
、
そ
れ
に
遠
来
の
寄
拾
物
ロ
聞
を
運
び
、
風
に
遭
う
て
船
が
顛
覆
す

る
事
故
が
引
き
も
き
ら
な
い
の
に
、
目
、
が
さ
め
な
い
の
で
す
よ

陳
後
之
が
い
っ
た
、

先
生
が
い
わ
れ
た
、

「
寺
廟
の
り
っ
ぱ
な
の
を
眺
め
た
が
、

ふ〉
?と

ん
か
ら
紳
廟
に
入
る
の
を
好
ま
ん
か
ら
、
見
物
に
出
か
け
る
こ
と
ま

で
は
し
な
い
。
す
べ
て
こ
れ
ら
は
愚
か
で
無
智
な
も
の
の
や
る
こ
と

な
ん
だ
よ
。
」
周
諜

〔
稼
働
朝
鍬
〕
悌
寺
や
道
観
に
参
拝
す
る
こ
と
。

〔
正
人
心
〕
『
孟
子
』
勝
文
公
下
篇
に
「
我
亦
欲
正
人
心
。
息
邪
説
。
距

被
行
。
放
淫
融
断
。
以
承
三
聖
者
L

と
あ
る
。

〔
禁
約
〕
取
締
ま
る
・
禁
止
す
る
(
吏
臆
語
U

。

〔
鐙
頒
〕
鼻
に
す
じ
を
寄
せ
る
。
『
孟
子
』
梁
惑
玉
篇
下
に
み
え
る
語
。

〔
失
其
本
心
〕
『
孟
子
』
告
子
篇
上
に
い
う
、
「
此
之
誇
失
其
本
心
也
。
」

朱
注
に
「
本
心
謂
差
悪
之
心
」
と
あ
る
。

〔
上
昇
〕
昇
天
す
る
。

〔
自
後
〕
そ
れ
以
来
・
そ
の
後
。
「
之
後
」
と
も
い
う
。

〔
汀
〕
汀
州
。
福
建
省
西
南
部
、
い
ま
の
長
汀
を
中
心
と
す
る
下
州
。

〔
定
光
二
悌
〕
定
光
梯
は
錠
光
併
に
も
作
り
、
燃
燈
悌
と
も
い
う
が
、
二

併
は
未
詳
。

〔
投
昇
〕
投
、
け
こ
む
。
『
詩
経
』
小
雅
・
巷
伯
「
彼
の
讃
人
を
取
え
て
、

針
虎
に
投
昇
す
」
。

〔
陳
後
之
〕
名
は
未
詳
c

陳
淳
や
策
義
剛
が
記
録
し
た
部
分
に
も
現
わ
れ

る
。

〔
泉
州
〕
稿
建
省
南
部
沿
海
、
瀦
州
の
東
に
隣
る
州
。

〔
廟
貌
〕
廟
に
同
じ
。
『
公
羊
侍
』
ハ
桓
公
二
年
)
の
注
に
「
廟
之
篤
言

貌
也
」
と
あ
る
。
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